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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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要 旨 
 

＜概要＞ 

 大井川鐵道株式会社の井川線千
せん

頭
ず

駅発井川駅行き９両編成の下り旅客第２０３列 

車は、平成２５年１１月２４日、閑
かん

蔵
ぞう

駅～井川駅間を走行中に軌道上の岩塊と衝突し

たが、その後の点検で車両に異常が見られなかったことから運転を継続した。同列車

が井川駅に進入した頃から車両より音がして、しばらくの後衝撃があったため、列車

の運転士は非常ブレーキを使用して列車を停止させた。 

列車は、１両目前台車の全２軸が脱線し、その台車のブレーキ装置は損壊していた。 

 列車の乗客約１１０名、運転士１名及び車掌２名に、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、列車の走行中、軌道上の岩塊が車両の床下に巻き込まれて１両目前台車の

ブレーキ装置を支える金具に衝突し、脱落させたため、その後の走行により同装置の

一部がレール面下まで垂下して分岐器の分岐線側のリードレールに当たり、台車が  



 

そのレールに沿って押されたことから、台車の全２軸が脱線したものと推定される。 

 その脱線に至る過程において、運転士は列車と岩塊との衝突に気付きつつも運転を

継続したこと、また、その後の点検で台車のブレーキ装置を支える金具の脱落に気付

かなかったことが、本事故の発生につながったものと考えられる。 

 また、軌道上の岩塊については、線路脇の斜面にて安定性を失って発生した落石で

あったものと考えられる。 
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

 大井川鐵道株式会社の井川線千
せん

頭
ず

駅発井川駅行き９両編成の下り旅客第２０３列 

車は、平成２５年１１月２４日（日）、閑
かん

蔵
ぞう

駅～井川駅間を走行中に軌道上の岩塊と

衝突したが、その後の点検で車両に異常が見られなかったことから運転を継続した。

同列車が井川駅に進入した頃から車両より音がして、しばらくの後衝撃があったため、

列車の運転士は非常ブレーキを使用して列車を停止させた。 

列車は、１両目前台車の全２軸（車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を

基準とする。）が脱線し、その台車のブレーキ装置は損壊していた。 

 列車の乗客約１１０名、運転士１名及び車掌２名に、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２５年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査

官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２５年１１月２４日及び２５日  現場調査 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

 事故に至るまでの経過は、大井川鐵道株式会社（以下「同社」という。）の井川線

千頭駅発井川駅行きの下り旅客第２０３列車（以下「列車」という。）の乗務員の口

述によれば、概略次のとおりであった。 

 (1) 運転士 

    列車は、閑蔵駅（千頭駅起点２０ｋ７８０ｍ、以下「千頭駅起点」は省略する。）を

定刻（１１時５９分）よりやや遅れて出発した。数分後、列車が２１ｋ５００ｍ

付近を力行運転中、運転士は約５～１０ｍ前方のレール間に人頭大の岩塊を  

認めて力行を緩めたとき、１両目前面下部の排障器が岩塊にドンと衝突した。
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また程なくして１両目中ほどの床下からもトンと異音がしたが、運転士は大丈

夫だろうと思い、運転を継続した。 

    その後の運転中、運転士は、岩塊との衝突と異音のことが気に掛かり、不安

になったため、２km ほど走行したところで列車を止めて車両を点検した。排障

器に曲損はなく、１両目床下の前側辺りを一巡して、車輪周りに異常がなかっ

たことから、運転士は車掌Ａと打合せて運転を再開した。 

    列車は井川駅（２５ｋ７５０ｍ）にほぼ定刻（１２時１８分ごろ）に進入し

た。その頃からカタカタと金属が当たるような音がし始め、そのまま駅構内を 

速度約１５km/hで走行中に、１両目前方からドンと車体が持ち上がるような衝

撃があったので、運転士は非常ブレーキを使用して列車を停止させた。確認す

ると１両目の前台車が脱線していたことから、運転士は直ちに事故の発生を  

運転指令に通報した。 

 (2) 車掌Ａ 

    車掌Ａは２両目に乗務していた。列車は閑蔵駅をほぼ定刻に出発して走行中、

１両目、２両目で続いて異音がしたが、脱線を危惧するほどの衝撃ではなかっ 

た。しばらくして運転士からの連絡の後、列車は停止して点検が行われた。車

掌Ａは車内放送後に１両目に行くと、運転士から大丈夫との説明があったので、 

車掌Ｂに連絡の上、列車の運転を再開させた。 

    列車が井川駅に差し掛かった頃から、何回か、カタカタ、ガタンガタンと音

がしていた。車掌Ａが車内放送をしていると、ドンと音がして１両目が脱線し、

停車した。そのとき２両目では、乗客は座席から転げ落ちることもなく、負傷

者はいなかった。 

 (3) 車掌Ｂ 

    車掌Ｂは８両目に乗務していた。列車が閑蔵駅～井川駅間を走行中に異音を 

聞き、その後、列車の点検が行われた。 

    列車は運転を再開して井川駅に進入中、８両目は駅プラットホーム手前の第一 

西山隧道（２５ｋ６２２ｍ、延長１０２ｍ）内に停車した。そのとき、音には

気付かなかった。 

 

 本事故の発生時刻は、乗務員の口述を総合すると、列車が井川駅に定刻に到着す  

る、１２時１８分ごろであったものと推定される。 

 また、同社によれば、運転士が駅間で車両を点検したとき、運転指令への一報は行

われなかったとのことであった。 

（付図１ 路線図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図３ 事故現場略図 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

 なし。 

 

２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

 2.3.1 事故現場の情報 

   (1) 井川駅は、２つの着発線（１番線及び２番線）と、荷役線を有する終端駅

である。１番線は１１号分岐器（２５ｋ７２１ｍ付近）で本線から基準線

（直線）側に入って２５ｋ８５０ｍまで延び、また２番線は、１１号分岐器で

分岐線（左曲線）側に分岐して、延長３２ｍの左曲線ののち、２４号分岐器

（２５ｋ７７０ｍ付近）の基準線（直線）側を経て２５ｋ８６５ｍまで続い

ている。なお、線路の勾配は２５ｋ６８７ｍから終端方で水平となっている。 

   (2) 本事故は、上記２番線中ほどの、２４号分岐器（６番の左片開き分岐器＊1）

上で発生した。列車の先頭は２５ｋ７９３ｍ付近に停止して、１両目の前台

車の中心は左に約８５cm 外れ、全２軸が脱線していた。（脱線の痕跡は  

2.4.1に詳述） 

   (3) 当時、上記の分岐器はいずれも列車の進路方向に開通していた。また、現場

の、２４号分岐器の軌道変位やレールの摩耗は、平成２５年５月の定期検査

及び事故後の測定のいずれも同社の定める管理値内にあり、異常は認められ

なかった。加えて、まくらぎについても、レールの締結に支障を来すような

腐朽等は認められなかった。 

 （付図３ 事故現場略図、付図４ 事故現場付近における脱線の主な痕跡 参照） 

 

 2.3.2 鉄道施設の情報 

   (1) 井川線閑蔵駅～井川駅間は、大井川右岸の傾斜地に位置し、距離４,９７０ｍ、

平均勾配２２‰の上り勾配が続く非電化区間である。線路は、軌間１,０６７mm

の単線であり、事故現場を含めて２２kg レール（高さは９４mm（使用前））

及び木まくらぎによるバラスト軌道となっている。また、トンネルは２０か

所あり、その延長は同駅間の４割余を占めている。 

   (2) 一帯の表層の地質＊2は、砂岩、砂岩・泥岩の互層と、同互層起源の乱雑堆

積物を成している。辺りの山稜
りょう

は急峻
しゅん

で、それぞれの規模は小さいが広域 

                         

＊1   「片開き分岐器」とは、直線軌道から片側に軌道が分岐する構造 

のものをいう。分岐器各部の名称は右図のとおりである。 
なお、分岐器の番数は基準線と分岐線のなす角度を指し、「６番」 

では、クロッシング角が９°３２’である。
 

＊2  国土調査による 1/50,000  土地分類基本調査「井川」 静岡県（1992） 

リード部 
ポイント部 

左リードレール  

クロッシング部

クロッシング角 

右リードレール 

右主レール  
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に山崩れ崩壊地が分布している。 

   (3) 同駅間でトンネル、橋梁
りょう

を除いた明かり区間では、その約６割で擁壁や

吹付工の落石予防工が、また約３割で柵や網等による落石防護工が施工され

ており、全体として７割を超える区間で落石対策工が整備されている。 

     なお、井川線では、災害の発生状況や斜面の状態等を総合的に勘案して、

落石対策工の整備等に係る１０年計画を毎年更新し、計画的に実施してい 

る。過去１０年間では１２か所で事業が行われたほか、平成２６年度には   

２３ｋ０３０ｍ付近で実施されることとなっている。 

   (4) 同社によれば、井川線では、過去に、落石に乗り上げ、その場で脱線した

事例（昭和５０年及び昭和５６年の計２件）はあるが、４章の原因で後述

するように、落石と衝突して列車の床下機器が損傷し、それによって脱線し

たと推定される事例はないとのことであった。 

 （付図１ 路線図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図５ 岩塊に衝突した地点

付近の主な痕跡等 参照） 

 

2.3.3 列車の車両に関する情報 

  2.3.3.1 車両の概要 

  車  種  内燃機関車及び客車 

  編成両数  ９両（機関車２両及び客車７両。組成は記号番号のとおり。なお、

機関車の制御は１両目の運転台で行われる。） 

  編成定員  ３８６名（座席定員２６７名） 

  記号番号 

       ９両目    ８両目   ７両目    ６両目   ５両目    ４両目   ３両目    ２両目   １両目 

     DD205  ｽﾛﾌ 302  ｽﾊﾌ 501  DD204  ｽﾛﾌ 306  ｽﾛﾌ 315  ｽﾛﾌ 314  ｽﾛﾌ 304  ｸﾊ 603 
          ○○  ○○  ○○  ○○  ○○   ○○  ○○   ○○   ○○  ○○  ○○  ○○  ○○  ○○  ○○   ○○  ○○  ●● 

                                             ●：脱線軸 

  脱線した車両の主な諸元は次のとおりである。 

   車両番号    クハ６０３ 制御客車 

   車 体 長    １０.４ｍ 

   固定軸距     １.３ｍ 

   台車中心間距離  ７.０ｍ 

   空車重量＊3   １１.７ｔ 

   定 員      ４７名（座席定員３２名） 

  なお、車両に、列車の運転状況を記録する装置は設備されていない。 

                         
＊3 〔単位換算〕 １kg（重量）:１kgf、１kgf：９.８Ｎ 

機関車 機関車 

列車進行方向 →

客 車 客 車 客 車 客 車 客 車 客 車 客 車 



 

 - 5 -

  2.3.3.2 車両の検査状況 

  本事故発生直近の車両の検査記録に異常は認められなかった。このうち、前２両の

検査履歴は表１のとおりである。 

            表１ 前２両の車両検査の履歴 

検査の種類 １両目（クハ６０３） ２両目（スロフ３０４） 

全般検査又は重要部検査 （全般）平成２５年１月２５日 （重要部）平成２５年７月２日

状態機能検査 平成２５年１０月２４日 平成２５年１１月１７日 

列車検査 平成２５年１１月２３日 平成２５年１１月２３日 

 

 2.3.4 列車の運行状況に関する情報 

  事故当日、列車は、乗客約１１０名が乗車して閑蔵駅をほぼ定刻（１１時５９分）に

出発し、井川駅に１２時１８分に到着する予定であった。 

  なお、同駅間の最高運転速度は３０km/hである。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両の損傷、痕跡に関する情報 

 2.4.1 事故現場付近の鉄道施設の主な損傷及び痕跡 

   (1) ２５ｋ７８２ｍ付近（２４号分岐器のリード部）の左リードレール（直線

側）には、その頭部から左側面に向かって脱線したことを示すと思われる、

線状の痕跡が認められた。また、右主レール（直線側）軌間内側のまくらぎ

上にも、脱線によると思われる打痕があった。さらに、右リードレール（分

岐線側）が基準線側（直線側）の軌道中心と交わる付近の、右リードレール

の頭部あるいは左側面にも、擦過痕が数十cm以上生じていた。 

   (2) 上記痕跡から左前方のまくらぎやレール頭部等には、脱線によると思われる

打痕、擦過痕等が断続的に認められた。また、軌間保持のためのゲージスト

ラットが変形していた。 

   (3) 事故現場手前の２５ｋ７３３ｍ付近（１１号分岐器のリード部で、左リード

レール（直線側）が分岐線の軌道中心と交わる付近）では、左リードレール

頭部の右側面に、長さ１ｍ余の擦過痕が認められたほか、分岐線側のゲージ

ストラットが変形していた。 

   (4) ２５ｋ２９８ｍ付近、２５ｋ７５１ｍ付近等のまくらぎ上には、列車の在

線検知の区域を表す標（以下「軌道回路標」という。）が軌道中心付近の、

レール面下約３cm の位置に設置されている。本事故後、その標の上部には、

縦横方向とも最大１cm 程度の打痕が３cm 弱の間隔で生じていた。 
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 （付図３ 事故現場略図、付図４ 事故現場付近における脱線の主な痕跡、付図６  

軌道回路標の損傷 参照） 

 

 2.4.2 車両の主な損傷及び痕跡 

   (1) １両目では、前台車のブレーキ装置（2.6.3(2)に後述）が次のとおり大

きく破損していた。また、排障器が損傷して、その下面には擦過痕が見られ  

た。さらに、後台車にあっては、ブレーキ装置の‘押し棒’の下面に擦過痕が

あった。 

    （前台車 ブレーキ装置の破損の詳細） 

     ・押し棒の曲損 

     ・押し棒受の損傷、同受（車端部寄）の脱落 

     ・たてて
．
こ
．
（車端部寄）、ストローク調整バー、ブレーキばり

．．
等の損傷 

     ・留め具（ボルト、ナット等）や制輪子の破損、脱落 

     ２両目については、前台車、後台車とも、ブレーキ装置の押し棒受が損傷

しており、後台車のそれ（車両中央寄）は脱落していた。また、暖房配管に

凹みが見られた。このほか、８両目床下の暖房配管や９両目の排障器等に  

も接触痕があった。 

   (2) 前２両の車輪各部の寸法は管理値内にあり、異常は認められなかった。ま

た、左右の輪重バランス（静止輪重比）についても同様であった。 

なお、１両目前台車の車輪踏面は、脱線後の走行により損傷していた。 

   (3) 事故現場付近の軌道上には、破損し、脱落した制輪子等の一部があった。 

     また、２１ｋ４８０ｍ前後の軌道上に、列車から脱落した、１両目前台車

及び２両目後台車のブレーキ装置の押し棒受とその留め具が認められた。 

   (4) 列車の運転士によれば、列車が千頭駅を出発したとき、車両に異常はな  

かったとのことであった。 

 （付図４ 事故現場付近における脱線の主な痕跡、付図５ 岩塊に衝突した地点付 

近の主な痕跡等、付図７ 前２両の床下機器の主な損傷 参照） 

 

２.５ 乗務員に関する情報 

 運転士  男性 ２９歳 

  甲種内燃車運転免許          平成１８年 ６ 月１４日 

 車掌Ａ  男性 ２２歳 

 車掌Ｂ  男性 ３５歳 
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２.６ 列車と衝突した岩塊に関する情報 

 2.6.1 列車と衝突した岩塊と軌道の主な痕跡 

   (1) 列車と衝突した岩塊（２.１(1)の運転士の口述を参照）は２１ｋ４８７ｍ

付近の軌道上で１個確認され、大きさはおよそ３０cm×２５cm×２０cm の 

人頭大程度、重量２０kg程度の泥質岩であった。 

   (2) その手前の２１ｋ４７４ｍ付近には、左レール頭部の左側面に石状のものが

衝突した跡があった。また、軌道中心付近のまくらぎ等には大きさ数十 cm

の引き摺
ず

った痕跡があり、それが岩塊のあった地点辺りまで点在していた。 

   (3) なお、列車が岩塊と衝突した付近の線路は、御花橋梁
りょう

（２１ｋ４３８ｍ、

支間長１５ｍ）から続く、半径５０ｍ、延長３４ｍ、勾配２５‰の右曲線と

なっており、起点方からの見通し距離はおよそ２５ｍ程度であった。また、

本事故後、この付近の軌道に、車輪がレールに乗り上げたり、脱線したような

痕跡は確認されなかった。 

   (4) 列車が上記岩塊と衝突した１時間２０分ほど前には、対向する上り列車 

（井川駅発千頭駅行き上り旅客第２０２列車）が同付近を通過したが、線路

に異常はなかった。 

 （付図５ 岩塊に衝突した地点付近の主な痕跡等 参照） 

 

2.6.2 斜面の状況 

   (1) ２１ｋ４７４ｍ付近（前項(2)を参照）の線路左側は、平均斜度３５°程度

の急峻な自然斜面（以下「本件斜面」という。）が線路からの比高で数十ｍ

上方に続いている。本件斜面は、線路脇に平行する、用地境界越しの民有地

にあって、杉の林地となっており、地表には砂岩・泥岩の互層に落葉落枝、

腐植土が堆積している。また、人頭大ほどの岩塊（転石＊4）が点在しており、

斜面上方には露岩も見られる。 

列車と衝突した岩塊は、本件斜面の表層の岩等と同様な性状を有していたが、

本事故後の本件斜面に、岩塊が抜けた跡のような真新しい窪
くぼ

みや、落石の経

路を示唆するような痕跡は確認できなかった。 

本件斜面付近は、その起点方３０ｍほどが切土されて、石積又はコンクリー

トによる擁壁の箇所もあるが、落石を防護する設備は設けられていない。 

   (2) 本件斜面については、日常、実施基準＊5に基づく線路、構造物の検査基準

                         
＊4

  「転石」とは、斜面に堆積している岩塊をいう。一方、「浮石」とは、斜面（岩盤）から剝離しかかっているか、

あるいは浮き出して不安定になっている岩塊をいう。 
＊5 ここでいう「実施基準」とは、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づき国土交通省に届け出てい

る同社の実施基準をいう。 
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を踏まえて線路巡視が行われるほか、毎年、落葉後に‘山腹調査’と称する

踏査を行って、斜面の状態等が定期的に確認されている。 

      線路巡視は、徒歩等により、月に２回以上実施される。 本事故発生直近では、

平成２５年１１月１０日、同月１５日及び同月２３日に、鉄道施設の状態を

線路上から目視にて確認しており、同斜面には異常はなかった。 

      一方、山腹調査は、同社の施設係員数名が斜面の上方、下方に分かれてお

よそ斜面に沿って地表踏査をし、目視を基本に、斜面の健全性のほか転石や

浮石の状況、落石対策工の機能点検等斜面の状態を確認している。本件斜面

の直近の調査は、平成２４年１２月１９日に行われており、不安定な状態の

岩塊は認められず、異常はなかった。 

   (3) 同社の過去５年間の記録によれば、本件斜面に接する線路では、列車の乗

務員等によって、拳大から人頭大か、あるいはそれをやや超える程度の大き

さの落石が年１～２件程度確認されていた。なお、いずれの落石（本事故を

除く）も、乗務員等が除去して、列車の運転を再開している。 

 （付図５ 岩塊に衝突した地点付近の主な痕跡等 参照） 

 

2.6.3 車両下部の空隙 

   (1) 井川線は、トンネルが小断面で、急峻な山間を縫って敷設されていること

から、車両の断面は小さく、その下部にあってはレール面上２５mm の位置に、

図１のような、車両が超えてはならない「車両限界」が設定されている。 

     この限界に対し、本事故後に、ブレーキ装置の押し棒受の高さ等を確認した

ところ、列車の前２両では表２のとおりであったほか、２両目の暖房配管は

レール面上１６５mm であった。 また、１両目前面の排障器はレール面上７５mm

に設定されていた。 
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          図１ 車両下部と軌道との離れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 押し棒受のレール面上高さ（空車、静止状態） 

 １軸目寄 ２軸目寄 ３軸目寄 ４軸目寄 

１両目    (mm) 脱 落 損傷(脱線)     65     72 

 車輪径   (mm)    504    504    504    504 

 受のライナ厚(mm)     35     35     19     19 

２両目    (mm)     90 90(曲損) 脱 落     93 

 車輪径   (mm)    544    544    544    544 

 受のライナ厚(mm)     19     19     19     19 

 

   (2) 客車の台車のブレーキ装置が作動する仕組みを巻末の参考図に示す。 

同装置では、ブレーキを作動させるとき、ブレーキシリンダで発生させた

ブレーキ力を、押し棒、たててこ
．．

等からなるリンク機構を介して伝達し、制

輪子を車輪踏面に圧着させている。 

     このリンク機構は、台車長手方向中央付近の、車両側面から見て台車の奥

まったところにある。その車体中央寄を引き棒を介してブレーキシリンダに

つなぎ、もう片方の車端部寄を枕ばり
．．

側面のてこ
．．

受で留めるとともに、さら

に枕ばり
．．

底面にボルトで取り付けられた２つの押し棒受で押し棒を受けてい

る。このとき仮に車端部寄の押し棒受が外れると、ブレーキが緩解状態のと

きにたててこ
．．

等が垂下可能となって、それらと接続する押し棒も傾くことと

なる。その結果、一たび垂下すれば、このリンク機構が正常に作動できなく

注）井川線の車両限界等に、客車の車両断面、 

軌道回路標等を追記した図である。 
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なり、同台車のブレーキ性能は十分発揮されないことにつながるおそれがある。 

 押し棒の端部は、幅１４mm の凸部が３０mm の間隔を置いて二叉に分かれ

てたててこ
．．

を挟み、ピンで留める構造となっている。押し棒はブレーキの作

動に伴い上下するので、ブレーキを緩解したときに緩解不良とならないよう、

車輪径等に応じ、ライナで押し棒受の高さが調整される。なお、ブレーキ装

置の最低高（レール面上）は、押し棒＊6の底面である。 

(3) 脱線した１両目前台車のブレーキ装置は大きく破損しており（2.4.2(1)

を参照）、押し棒受を外したときの上記の状態を再現するのは困難であった

ことから、その台車と同程度の車輪径等を有する車両を用いて、車端部寄の

押し棒受を外したときの押し棒の垂下量を調査した。表３はその結果である。

これによれば、車輪径が５００mm 程度＊7の台車にあっては、正常なときの

押し棒の高さにかかわらず、押し棒受を外したときに押し棒はレール面下辺

りまで垂下し、その垂下量は８cm 程度であった。このとき、台車の枕ばり
．．

（すなわち車体）は枕ばね
．．

を介して輪軸につながっていることから、押し棒

の高さは、旅客等の乗車による荷重分（枕ばね
．．

は１３mm 程度変位）や、走行

による車体の浮き沈み分（同ばね
．．

は±１cm程度伸縮）からも変動する。した

がって、定員乗車の客車が押し棒受のない状態で走行した場合は、押し棒が

正常な  位置より１０cm近く垂下することも起こり得ると想定される。 

          表３ 押し棒受を外したときの押し棒の垂下量 

車両 スロフ３０９ スロフ３１１ スロフ３１３

  垂下量         (mm)    84    83    78 

 正常なときのレール面上高さ  (mm)    78    81    58 

 垂下したときのレール面上高さ (mm)    -6     -2    -20 

 車輪径            (mm)    500    490    500 

 受のライナ厚         (mm)     16     16    48 

条件）空車、静止状態で、かつブレーキの緩解のとき 

 （付図７ 前２両の床下機器の主な損傷、参考図 １両目前台車 ブレーキ装置の 

仕組み（概要） 参照） 

 

2.6.4 線路に異常があるとき等の運転取扱い 

列車運転中、線路に異常があるとき等の取扱いは、同社の ‘運転取扱心得’（運転

取扱実施基準）において次のとおり規定されている。 

                         
＊6  押し棒の端部は押し棒受で支えられている部位より大きいため、押し棒と押し棒受の最低高は同一である。 

＊7  使用前の車輪径は５６０mm である。 
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（列車及び線路に異常があるときの処置） 

 第２８９条 運転士は、列車運転中に車両に異常な音響・臭気または衝動を感知し

たときは、速やかに停止し、制動機を緊締したまま手歯止めを使用するなど、転動

防止の手配を行った後、車両または線路の異常の有無を点検しなければならない。 

（列車途中停止の通報方） 

 第２９４条 乗務員は、故障その他の事由により、停車場間の途中で列車が停止し

たとき列車無線または携帯電話機を使用して運転指令者に通報しなければならない。 

 

 2.6.5 線路に異常があるとき等の運転取扱いに関する教育の状況 

 運転士に対しては、資格取得時における教育のほか、毎年定期的に、運行中のト

ラブルに対する処し方等の再確認、再教育が行われてきた。 

同社によれば、本事故を受けて振り返るに、列車運行中に支障物と接触したとき

の車両点検は、これまで、車両の縁から、処置者が目に見える範囲で、レール面や

車輪周り、連結部の状態を中心に確認することになりがちとなって、車両床下奥の

機器までを確認することが必ずしも十分なされていたとは言えない面もあったとの

ことである。このため、平成２５年１２月には、本事故を受けて初めて、関係する

運転士等に対し、建築限界、車両限界と、車両の床下機器との関係等に関する知 

識・技能の習得が行われた。（詳細は５.２に後述） 

 

２.７ 事故現場周辺の気象及び地震に関する情報 

(1) 事故発生当時の天候は晴れであった。 

(2) その直近１週間は、天候は概ね良好であり、風は、平均風速が０.６～１.８m/s、

最大風速が１.９～３.３m/s であった（アメダス（井川）の観測結果）。また、     

震度２以上の地震は観測されなかった。 

(3) 現場周辺は年降水量３,０００mm を超える多雨地帯で、直近３か月間では   

平年値の１.４倍の降水量となっていた。 

 

 

３ 分 析 

３.１ 脱線に関する分析 

3.1.1 本事故の発生場所 

列車の脱線は、2.4.1 の事故現場の態様から、井川駅２４号分岐器リード部の    

２５ｋ７８２ｍ付近にて、１両目前台車が分岐線方向（左方向）に向かって落輪して
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始まり、その後は、脱線した台車の右車輪が基準線（列車進行方向側の線路）左レー

ルの軌間内側に沿ってまくらぎ上を走行し、２５ｋ７９３ｍ付近で停止したものと

認められる。 

 

3.1.2 脱線に至る経過 

   (1)  ２.１(1)の運転士の口述のとおり、列車は２１ｋ４７４ｍ付近にて、レー

ル間の 2.6.1の岩塊と衝突したものと推定される。2.4.2及び 2.6.1の痕跡

から、当時、レール間の軌道中心付近にあった大きさ２０～３０cm の岩塊

が、列車前面で、まくらぎ上１７cm 前後に位置する排障器の下方に当たり、

列車の床下に巻き込まれた後、１両目前台車底面のブレーキ装置等と衝突し

破損させ、まくらぎ上１４～１５cm に位置する（後述の(3)①を参照）、車

端部寄の押し棒受を脱落させたものと推定される。また、このとき、運転士

らが感知した異音はこれらの衝突音であったものと推定される。 

   (2) １両目前台車のブレーキ装置のリンク機構は、前述の脱落でブレーキの緩 

解時に押し棒の支えがなくなり、また、走行中の車両の振動や速度調節等の

運転操作により同リンク機構に動きが加わったことから、列車が井川駅に接

近した頃までには、同装置の押し棒等が 2.6.3(2)に記したように垂下して

いたものと推定される。 

   (3) その垂下の程度は、次の試算によれば、押し棒とたててこ
．．

との接続部は車 

両限界を超えて、レール面下３cm 余の位置付近まで下がっていたものと考

えられる。 

     ① 岩塊と衝突する前、１両目前台車の押し棒受の最低高は、 

・１両目後台車の押し棒の高さが約６９mm であったこと、 

・１両目の車輪径は同一であったこと 

を基に、押し棒受のライナ厚を考慮すると、車両限界内の、レール面上   

約５３mmであったものと見積もられること。（2.6.3(1)を参照） 

     ② 垂下量は、2.6.3(3)に記した試算により、空車、静止状態で８cm程

度と見積もられること。 

     ③ 当時、１両目にはおおよそ定員の３分の１前後の乗客が乗車していた 

ものと考えられることから、その重量に対する台車の枕ばね
．．

の変位は   

４mm 程度と見積もられること。また、走行による車体の浮き沈み分

（枕ばね
．．

高さの伸縮）は±１cm 程度と見積もられること。（2.6.3(3)を            

参照） 

このことから、2.4.1 に記した、軌道回路標上部の打痕や分岐器のリード   

レール上の擦過痕は、軌道中心付近にてレール面下まで垂下した１両目前台
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車のブレーキ装置がそれらに当たった痕跡であって、そのとき発生した打音

を列車の乗務員が断続的に聞いたもの（２.１の口述を参照）と推定される。 

   (4) 以上の経過を受け、列車が井川駅２４号分岐器の基準線側を通過していた 

とき、レール面下まで垂下していた、１両目前台車の押し棒とたててこ
．．

との 

接続部が分岐線側のリードレールに当たり、そのレールに沿って動いたこと 

から、台車が分岐線方向に押されて、基準線上の車輪（同台車の全２軸）が

その方向に脱線したものと推定される。 

   （参考図 １両目前台車 ブレーキ装置の仕組み（概要） 参照） 

 

３.２ 軌道上の岩塊に関する分析 

  (1) 2.6.1 及び 2.6.2(1)の状況を総合すれば、２１ｋ４８７ｍ付近の軌道上に  

あった岩塊は、列車と衝突するまでの１時間余の間に、本件斜面から２１ｋ   

４７４ｍ付近のレール間へ転がり落ちたもの（落石）であって、その衝突後は

3.1.2(1)に記したように、列車の床下に当たって引き摺られ、上記２１ｋ４８７ｍ

付近まで運ばれたものと推定される。 

そして、その落石は、２.７に記述したように事故発生直前数日間に降雨や

地震の発生がなかったことから、本件斜面上の岩塊が経年で安定性を失った

ことによって発生したものと考えられる。 

  (2) 本件斜面では、2.6.2(2)に記したように、毎年、落葉後に、不安定な状態の

岩塊の有無を含めて山腹調査が行われている。しかし、 

・ 落石は年１～２件程度発生し、また、今般、本事故につながった落石は    

前回の踏査から１年が経過しようとしていた矢先であったこと、 

・ 付近一帯の山稜は急峻で山崩れ崩壊地が分布し、表層の地質は砂岩、砂 

岩・泥岩の互層等となっていること、また、多雨地帯であること（2.3.2(2)、

２.７(3)を参照） 

を踏まえれば、本件斜面付近は落石が発生する素因を含んだ箇所と考えられ

ることから、地表踏査では不安定な岩塊の有無に特に留意するなど、その管

理をより適切かつ丁寧に実施していく必要があると考えられる。 

そのために、線路上から目視で確認する線路巡視等を充実強化していくことは

いうまでもないが、今般、現に、本事故が発生したことを考慮すれば、落石の

おそれがないかを実地に即して、網羅的に把握し、落石の未然防止を期すこ

とに留
とど

まらず、対策を一歩進めて、本件斜面に接する線路付近に落石防護の

柵あるいは網等を設けるなど、落石から線路を防護する方策を検討していく

必要がある。 
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３.３ 列車が岩塊と衝突したときの運転取扱いに関する分析 

  (1) ２.１(1)に記した運転士の口述によれば、列車は走行中に軌道上の岩塊と衝

突し、１両目の床下から異音がしたものの、運転士は大丈夫だろうと思い、

運転を継続したとのことである。当時、運転士は列車前面の運転台でその始

終を現認していたことから、異音を感知したときのかかる取扱いは、2.6.4 の

運転取扱心得第２８９条に照らせば、運転士に裁量の余地はなく、まずは列

車を速やかに停止させ、所要の措置を講じなければならなかったものと認め

られる。 

    それゆえに、列車の床下に巻き込まれた岩塊が複数の床下機器を損傷させた

ことはもとより、2.4.2(3)に記した、１両目前台車のブレーキ装置の押し棒受

等が軌道上に脱落していたことに気付く機会とならず、本事故の発生につな 

がっていったものと考えられる。 

    こうしたことから、本事故を教訓に、 

 ・ 列車の走行中に、運行上障害となる線路上の支障物が認められたとき

は躊躇
ちゅうちょ

なく、同社の規定に則して速やかに停止手配がとられ、衝突が可

能な限り回避されるようにすること、 

 ・ 列車がやむを得ず線路上の支障物と衝突したときは、同社の規定に則

して所要の措置が確実に講じられること、 

 そのとき、措置に関わる者が、床下機器の作動の仕組みや、その衝突に

よって生じる機器の不具合、あるいはその点検方法等に関する知識に乏し

いために、本来走行できない状況下で列車の運転が再開されることのない

よう、状況の把握及び適切な処置に関して、運転士及び運転指令の知識、

技能が確保され、また維持されていくこと 

が必要である。 

  (2) ２.１の乗務員の口述を総合すると、岩塊との衝突後、列車は２km ほど走行 

して、車両の点検が行われたものと認められる。その点検が行われたときは、

既に、１両目前台車のブレーキ装置から押し棒受が１つなくなっていたが、 

   ・ 車両は制動状態であったために、１両目前台車のブレーキ装置のリンク機

構がある程度機能していたか、 

   ・ 運転士は、列車前面の排障器、続いて車輪周りを中心に見たために、台車

の奥まったところにある、ブレーキ装置のリンク機構まで目に留まらなかっ

たか、あるいはその装置の変状に気付かなかった（２.１(1)及び 2.6.5 後段

を参照） 

ため、運転士は、２.１(1)の口述に記した‘車両に異常がなかった’と認識し、

押し棒受の脱落には気付かなかったものと考えられる。 
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    なお、２.１の文末に記したように、運転士が車両の点検を行ったとき、運転

指令にはその通報がなかったことから、運転士は 2.6.4 の運転取扱心得第２９４条

に定める取扱いを確実に履行すべきである。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、列車の走行中、軌道上の岩塊が車両の床下に巻き込まれて１両目前台車の

ブレーキ装置を支える金具に衝突し、脱落させたため、その後の走行により同装置の

一部がレール面下まで垂下して分岐器の分岐線側のリードレールに当たり、台車が 

そのレールに沿って押されたことから、台車の全２軸が脱線したものと推定される。 

 その脱線に至る過程において、運転士は列車と岩塊との衝突に気付きつつも運転を

継続したこと、また、その後の点検で台車のブレーキ装置を支える金具の脱落に気付

かなかったことが、本事故の発生につながったものと考えられる。 

 また、軌道上の岩塊については、線路脇の斜面にて安定性を失って発生した落石で

あったものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

５.１ 必要と考えられる再発防止策 

列車の運転中、線路上に支障物が認められたときは、躊躇なく、速やかに停車手配

をとる必要がある。あわせて、やむを得ずそれと衝突したときは、その状況を把握し、

処置や運行継続の可否の判断を適切に行うなど、社の規定にのっとり所要の措置が  

確実に講じられるようにし、そのために、運転士及び運転指令においては、同措置を

行うために必要な知識・技能を確保、維持する必要がある。 

 また、本件斜面については、落石災害を防止するため、斜面の状態把握、管理を適

切に行って、不安定化の兆候のある岩塊が斜面上から常に除去されている状態である

よう努めるとともに、線路を落石から守る落石対策工（特に、落石防護工）の整備に

ついて検討していく必要がある。 

 

５.２ 同社による再発防止対策 

  (1) 井川線では、事故後緊急に、次の措置等を講じた。これらの指導、周知に     

ついては、引き続き、適時繰り返し実施していく。 

    ① 線路及び斜面の点検を直ちに実施して、 斜面等に異常がないことを確認。 
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    ② 同線所属の乗務員に、列車の点検の完全励行、及び基本動作の徹底を改め

て周知、指導。 

    ③ 軌道上の支障物等、異常が認められたときの取扱い（停止手配、連絡・通

報、状況把握の順序等）を実際の手順に即して改めて整理し、手順書として

制定。これに伴い、関連の規定も改定。 

   ④ 車掌等にあっては、列車の運行中に異常を覚知したとき、車掌弁を操作   

して列車を停止させ、状況を運転士に連絡することを徹底。 

   ⑤ 同線所属の鉄道係員全員に対して実地に講習を実施して、車両限界等と  

車両の床下機器との位置関係、台車のブレーキ装置の構造と作用（本事故で

発生した事象の説明を含む）を周知。また、列車運行の妨げとなる軌道上の

支障物の大きさと、運転台からのその見え方も確認。 

   ⑥ 列車が支障物と衝突して、客車を車両点検するときは、台車のブレーキ   

装置等をしっかり確認するよう指導。 

(2) また、同社は、井川線の落石対策のため、引き続き、山腹調査等による斜面の

状態把握、不安定化した岩塊の除去等を確実に行うとともに、本事故を受けて、

本件斜面に新たにポケット式＊8の落石防護網を設置することとした。 

                         
＊8   「ポケット式の落石防護網」とは、金属網を斜面に配して、その最上部を斜面から離し、網と斜面との間を 

ポケット状にすることにより、落石をそのポケット部に落し込め、線路を防護するものである。 



付図１ 路線図

井川線 千頭駅～井川駅間 ２５.５km（単線）井川線 千頭駅 井川駅間 ２５.５ （単線）

井川駅

閑蔵駅

事故現場

千頭駅

大井川本線
金谷駅方

※ 関係する駅名
のみを記載

付図２ 事故現場付近の地形図

金谷駅方

付図 事故現場付近 形図

事故現場

井川線

Ｎ
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200m      0       200  400    600

国土地理院 ２万５千分の１
地形図使用

1:25,000 井 川
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付図４ 事故現場付近における脱線の主な痕跡

左レール
→

右レール
←

脱線防止
← レール ↓台車のブレーキ装置の↓台車のブレ キ装置の

押し棒等による打痕列⾞停⽌位置
25k793m付近

排障器による
レール頭部の

摺損

列
車
進

↑事故現場（２４号分岐器）付近の全景

25k791m

進
行
方
向

※写真の車両は、脱線した
１両目（後部）である。

↓車輪による打痕（１両目右側）

25k786m

↓車輪による
ガ ドレ ル頭部の擦過痕

↑車輪による脱線防止レール
右側面の擦過痕

レール頭部
の摺損等

ゲージストラット
の曲損

↓脱線の痕跡の始点（左レール）

ガードレール頭部の擦過痕

制輪子の
破片等

の曲損

25k780m

↓リードレール頭部左側面の擦過痕
25k782m付近

脱線の痕跡
の始点
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（注）まくらぎやレール上の赤色の印は、
脱線の主な痕跡である。



脱線防止
レール→

右レール
←

左レール
→

↓左斜面 ↓遠景

付図５ 岩塊に衝突した地点付近の主な痕跡等

21k485m
道床に

摺損

列車と衝突した岩塊

▼

21k487m
事故後の
岩塊の位置

しゅう そん

ワッシャ

ボルト ライナ

↓ 21k480m付近の軌道
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▼

21k474m

21k475m

ボルト

レール頭部の
左側面に衝突痕

衝突地点付近
（全景↑）
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Ism

閑
蔵
駅

表層地質図
国土調査による 1/50,000 土地
分類基本調査（表層地質図）
「井川」静岡県（1992）を使用し
運輸安全委員会が作成 1/25,000 井川

国土地理院２万５千分の１地形図使用



付図６ 軌道回路標の損傷

13mm13mm

40mm43mm

軌道回路標
の中心

▲

打痕

※ 写真は 25k298mに

折れ尺が
レール面の
位置を指す

▼

※ 写真は、25k298mに
設置の標の例

付図７ 前２両の床下機器の主な損傷

（井川駅方→）列車進行方向

押し棒の
下⾯接触痕

排障器
損傷等

前台⾞
全２軸脱線

２両目
スロフ３０４

１両目
クハ６０３

暖房配管の下⾯凹み 押し棒受損傷
制輪⼦等破損台⾞のブレーキ装置損傷等

ブレーキシリンダ

※ 写真は１軸目
の左車輪

ＡＴＳ⾞上⼦打痕

押し棒受（⾞体中央
寄）損傷、脱落

写真の押し棒受は、車体中央寄のもの
（妻面寄の受は脱落）
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（妻面寄の受は脱落）



ブレーキの緩解の状態

台車のブレ キ装置の押し棒は その

参考図 １両目前台車 ブレーキ装置の仕組み（概要）

⾞体へ ストローク引き棒 枕ばり・ 台車のブレーキ装置の押し棒は、その
受で支えられて概ね水平状態。
なお、引き棒は、車体に装架したブレー
キシリンダに接続。

たててこ
←

レール⾯

調整バー
↓

制輪⼦２軸⽬

引き棒
↓

１軸⽬

枕ばり

↑
押し棒受

↑
押し棒

↵ てこ
受

ブレーキの作動

・ ブレーキシリンダの作動により、２軸
目のたててこ上方がシリンダ側に引か
れて、２軸目の制輪子が車輪踏面に接
触し、また同てこ下方は１軸目方向に
押される。

・ その結果、押し棒はやや持ち上がりな

ブレーキシリンダ
の⽅向に引く

そ 結果、押 棒はやや持ち がりな
がら１軸目方向に動き、１軸目のたて
てこも連動。

・ これらにより、１、２軸目の制輪子が
車輪踏面に圧着し、ブレーキが作動。

井川駅進入当時の状態（推定）

・ 岩塊との衝突で、１軸目方の押し棒受
列車進行方向

が脱落。
・ その後の走行による振動や運転操作に
より、１軸目のたててこ等が垂下して、
同てこと押し棒との接続部がレール面
付近の位置となる。

※ 本図は、台車のブレーキ装置が作動する仕組みを模式的に表したものである。

脱落
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客車台車の概念図 押し棒の垂下（模擬）
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↑垂下した状態

←垂下の前


